
 

  

さっぽろのＰＴＡ 

札幌市ＰＴＡ協議会 

 

～さあ、始めよう 子どもたちのために～ 
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ＰＴＡへ ようこそ！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何のために集まるの？ 

何をすればいいの？ 

どんなことを 

するの？ 

 

素朴な疑問から活動内容まで、このガイダンス

を活用していただき、皆様のＰＴＡ活動のお役

に立てればと願っております。 

役員になっちゃっ

たらどうしよう？ 

仕事しているのに・・・ 

困っていることはありませんか？ 

 心配なことはありませんか？ 

 



- 2 -  

 

ＰＴＡとは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡは同世代の子どもを持つ保護者が、

家庭環境・学習環境について共に考え、学

び合い改善していく場であり、子どもたち

の為に保護者同士が集まり、協力し、活動

する場です。 

ＰＴＡは、子どもたちの健やかな成長

を願って、保護者と教職員が協力して、

共に学び活動する社会教育団体です。 

活動は、ＰＴＡだけでなく、地域の方

や自治体などの各種関係機関との協

力・連携をはかり活動しており、子ど

もたちを取り巻く環境の改善・整備に

努め、子どもたちの健やかな成長を願

い活動しています。 

一体誰が活動しているの？ 

子どもたちの学校生活は学校や

先生だけじゃなく、多くの人た

ちにも支えられているみたいだ

けど・・・ 

学校 

保護者 

地域 

子どもの安全が一番心配だよね。 

それに、楽しく学校に行けている

のかも気になるよね。 

子どもや私たちの悩みは誰に相談

したらいいのかな？ 

ＰＴＡに関わることで解決できる
んじゃない！？ 

子
ど
も 
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ＰＴＡの主な活動 １ 

（保護者間の連携や情報の共有） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな活動をしているの？ 

この他にも、施設見学会やスポーツ

大会、サークル活動など様々な活動

を行っています。 
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ＰＴＡの主な活動 ２ 

（教育環境の充実） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな活動をしているの？ 

教育環境の充実のために、他に

も資源回収やリサイクル活動

なども行っています。 
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ＰＴＡの主な活動 ３ 

（地域との連携やその他の活動） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかには、どんな活動をしているの？ 

これらの活動は、町内会や地域の方々や各種関係

機関と協力や連携して行っています。 
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身近な活動から始まり 

より広い視野をもって 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分たちの身近な活動を社会的な視野で、より良い活動

へ繋がるよう、広く交流や協議の場を設けています。 

 

具体的にはどんな構成に

なっているのですか？ 

 

札幌市では、各校のＰＴＡが区ごとで連携する

ため、各区で連合会を組織し、その連合会が協

力し合う場として、札幌市ＰＴＡ協議会を組織

しています。 

そして、道内のＰＴＡとの連携・協力の場として、北海道ブロック協

議会に参加し、さらに全国のＰＴＡとの交流、協議の場として、公益

社団法人日本ＰＴＡ全国協議会に所属しています。 

札幌市ＰＴＡ協議会では主に、札幌市教育委員会

をはじめとする子どもたちに関わる機関と協議、

連携し教育環境の向上に努めています。 
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家庭の事情は様々です。なかなか都合がつかない場合もあ

るとは思いますが、ぜひ事務局や役員等に相談してみてく

ださい。事情を考慮して参加できる方法が見つかると思い

ます。各学校で参加しやすいように工夫をしていますので、

できることをできる時に協力しながら活動しましょう。誰

もが、参加できるＰＴＡを皆で作っていくことができれば

と考えています。 

 

でも、やっぱり・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでも、ＰＴＡってなんだか大変そうですよね・・・・・ 

参加はしたいけど、共働きで 

参加できないのですが・・・ 

みんなで活動するということは、学習環境に

関心を持ち、その改善に目を向ける機会にな

ればと考え、できるだけ多くの方に参加をお

願いしています。 

 

子どもたちは、大人の行動をみて成長していきます。 

子どもの一番身近にいる大人は、私たちです。 

子どものお手本になれるよう、日々の生活を送ることが大切であり、 

ＰＴＡでの活動はその一端であると思います。 

何よりも、子どもたちの学校での様子がわかり、

先生方や保護者同士のコミュニケーションも増

え、子育ての悩みや疑問解決の手助けになると思

いますよ。 
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ゆっぽろ 

 

札幌らしい特色ある学校教育キャラクター 

 札幌市教育委員会とＰＴＡの関わり  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教育委員会におけるＰＴＡ活動の位置付け 

 

 

教育委員会でも、学校のみなら
ず、家庭や地域における教育力
向上を図るため、ＰＴＡと連携
した取組を推進しています。 

札幌市教育委員会では、社会全体で子ども支えていくために、学校・家庭・地

域がそれぞれの教育力を高め、共に手を携えていくことが重要と考えています。 

このために、地域と学校の双方向の結び付きを強めていくほか、親同士の交流

や学び合いの取組を広げていくことにより、家庭の教育力向上を図り、子どもの

学習環境を整えることとしています。 

これらの取組を進めていくにあたり、その中心となる活動母体としてＰＴＡ活

動が重要な役割を担っていくものと考えています。 

おっほん ちっきゅん 

ＰＴＡの活動のこと
は分かったけど、教育
委員会との関わりは
あるの？ 

主な取組を 9～11ページ
で紹介していますのでご
覧ください。 
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■主な取組 土曜日の教育活動の取組 

 

 

 

 

 

 

【運  営】札幌市が学校や地域の団体・人材（学校教職員、地域住民、地域団体の代表者、
PTA役員及びボランティアなど）で構成する運営協議会に運営を委託しています。 

【取組内容】土曜日ならではのプログラムを学校や地域の事情に合わせて実施しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域の多様な人材の協力により、子どもたち
に、土曜日ならではの多様な学びの場を提供
する「サタデースクール」を実施しています。 

平成 28年度は 24の小・中学校で実施して
いて、希望する子どもが参加する仕組みにな
っています。 
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■主な取組 学校図書館の地域への開放 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運  営】札幌市が各学校のＰＴＡに運営を委託。ＰＴＡ・学校・地域の代表者から組織さ
れる運営協議会を設置して運営を行っています。 

【活動内容】原則、週３回、午後１時から４時まで開放。 
開放司書を中心とした地域ボランティアの方々が以下の活動を行っています。 

〇図書館の基本的業務 
図書の貸出・返却 
図書館内の装飾などの環境整備 
図書の選定・装飾等 

〇行事の開催 
読み聞かせや紙芝居等を利用した子ども向け行事の開催 
各種講演会や読書会等の大人向け行事の開催 
広報活動等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校図書館を学校教育の場としてだけでなく、
地域における身近な施設として開放する「開放
図書館」の取組を進めています。 

ボランティアによる読み聞かせの様子 図書の貸出の様子 

読書を通じて子どもと大人、大人相互の交流の
場を広げること、地域社会の教育力向上に役立
てることをねらいとして、平成 28年度は 115
の小・中学校で開放しています。 
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■主な取組 家庭の教育力向上に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

●家庭教育学級 
【事業概要】家庭における教育力の向上のため、親等が自主学習する場として幼稚園、小学校

及び中学校で家庭教育学級を開設し、学級生が自主的に学習計画の策定や講師の
選定等を行い、計画的に学習しています。 

【運  営】札幌市が開設園(校)のＰＴＡに運営を委託 

【開設条件】①学級生は15名以上 
②学習回数は４回以上（１回２時間以上） 

【学習内容】子どもとの接し方や、親としての役割などに
ついて、講演会や座談会等により学習。 

 
 
●親育ち応援団 
仕事等のため、日中に家庭教育について学ぶ機会が得られない方にも参加しやすいよう、土

曜日や夜間に講演会を開催する等の取組を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
札幌市教育委員会では、この他にも様々な取組を行っています。詳しくは札幌市教育委
員会のホームページをご覧ください。 

家庭教育学級の講演会 

商業施設でのイベント 企業への出前講座 

家庭の教育力を高めるため、保護者同士の交流
や学び合いを広げる取組を行っています。 

土曜や夜間に参加できる講演会等
も開催しています。 

http://www.city.sapporo.jp/org/kyoiku/index.html
http://www.city.sapporo.jp/org/kyoiku/index.html
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